
〈ふれあい福祉相談〉 ※祝日、年末年始は除く。

〇毎日 9時から16時 美馬市合同会館

〈専門相談〉 ※祝日、年末年始は除く。

ひとり３０分　事前予約制（場所：美馬市合同会館）

〇弁護士相談 第3水曜日 13時から16時

〇司法書士相談 第1・第4水曜日 13時から16時

〇土地家屋調査士相談 第2水曜日 13時から16時

〇終活相談 随時

　どちらの相談も、相談内容について秘密は厳守されますのでご安心ください。

ふれあい福祉総合相談

　「ふれあい福祉相談」は、生活のこと・家庭に関する悩み・職場に関する悩み・将来の

こと・自分自身について・地域に関すること・家計のこと・仕事のこと・子どものことなど、

どんな内容でも無料で相談できます。

　「専門相談」は、さまざまな悩み事について専門家に相談を行い、助言をいただけます。

なお、こちらも無料で相談できますが事前予約が必要となっています。




